
区分変更（要介護新規）申請時における暫定ケアプランとその後の流れ（千葉市の被保険者の場合）

「要介護」として暫定プランを作成

（居宅介護支援事業所）

「要支援」として暫定プランを作成

（あんしんケアセンター）

認定が要介護
だった場合

認定が要支援

だった場合
総合事業のみ利用
（予防サービスなし）

居宅介護支援費を請求

あんしんケアセンターが

介護予防支援費を請求

あんしんケアセンターから

ケアプラン作成を受託しない場合

遡って、あんしんケアセンターが

介護予防ケアプランを作成

遡って、あんしんケアセンターま

たは居宅介護支援事業所がセル

フケアプランの申出を行う場合

総合事業のみ利用の場合

暫定プラン及びセルフケアプランの想定がないため、

遡って、介護予防ケアマネジメント費の請求は不可

認定が要支援
だった場合

認定が要介護
だった場合

遡って、居宅介護支援事業所がケ

アプランを作成する場合

運営基準減算の対象となる

特定事業所加算、初回加算算定不可

居宅介護支援費を請求せず、給付管理のみ行う

ことは可能

介護予防支援費を請求

居宅介護支援事業所が

介護予防支援費を請求
認定が要支援

だった場合
予防サービスの利用

がある場合

あんしんケアセンターから

ケアプラン作成を受託する場合

遡って居宅介護支援事業所が

介護予防ケアプランを作成

居宅介護支援事業所が決定するまでは、

居宅介護支援費の請求は不可


